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【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 遊 技 球 が 発 射 さ れ る 遊 技 盤 と 、 遊 技 盤 に 配 置 さ れ る 始 動 口 と 、 該 始 動 口 に 対 す る 遊 技 球
の 入 賞 に 応 じ て 、 特 別 図 柄 に 係 る 抽 選 処 理 を 行 う 主 基 板 と 、 該 主 基 板 か ら の 演 出 コ マ ン ド
に 応 じ て 演 出 処 理 を 行 う 周 辺 基 板 と 、 特 別 図 柄 に 係 る 抽 選 に 当 選 し た と き 、 連 続 的 に 動 作
さ れ る 特 別 電 動 役 物 と を 備 え る 弾 球 遊 技 機 で あ っ て 、
　 前 記 主 基 板 は 、
　 第 一 の 始 動 口 に 対 す る 遊 技 球 の 入 賞 に 応 じ て 、 第 一 の 特 別 図 柄 に 係 る 抽 選 処 理 を 行 う 第
一 の 特 別 図 柄 抽 選 手 段 と 、
　 第 一 の 特 別 図 柄 表 示 装 置 に 第 一 の 特 別 図 柄 表 示
制 御 手 段 と 、
　 第 一 の 特 別 図 柄 に 係 る 第 一 の 演 出 コ マ ン ド を 前 記 周 辺 基 板 に 送 信 す る 第 一 の 演 出 コ マ ン
ド 送 信 手 段 と 、
　 第 二 の 始 動 口 に 対 す る 遊 技 球 の 入 賞 に 応 じ て 、 第 二 の 特 別 図 柄 に 係 る 抽 選 処 理 を 行 う 第
二 の 特 別 図 柄 抽 選 手 段 と 、
　 第 二 の 特 別 図 柄 表 示 装 置 に 第 二 の 特 別 図 柄 表 示
制 御 手 段 と 、
　 第 二 の 特 別 図 柄 に 係 る 第 二 の 演 出 コ マ ン ド を 前 記 周 辺 基 板 に 送 信 す る 第 二 の 演 出 コ マ ン
ド 送 信 手 段 と を 備 え 、
　 前 記 周 辺 基 板 は 、
　 前 記 主 基 板 か ら 受 信 し た 第 一 の 演 出 コ マ ン ド に 応 じ て 、 第 一 の 演 出 図 柄 表 示 装 置 に 第 一
の 特 別 図 柄 に 係 る 演 出 図 柄 を 表 示 さ せ る 第 一 の 演 出 図 柄 表 示 制 御 手 段 と 、
　 前 記 主 基 板 か ら 受 信 し た 第 二 の 演 出 コ マ ン ド に 応 じ て 、 第 二 の 演 出 図 柄 表 示 装 置 に 第 二
の 特 別 図 柄 に 係 る 演 出 図 柄 を 表 示 さ せ る 第 二 の 演 出 図 柄 表 示 制 御 手 段 と を 備 え る こ と を 特
徴 と す る 弾 球 遊 技 機 。
【 請 求 項 ２ 】

第 一 の 特 別 図 柄 抽 選 の 当 り ／ 外 れ を 示 す

第 二 の 特 別 図 柄 抽 選 の 当 り ／ 外 れ を 示 す

　 二 つ の 前 記 特 別 図 柄 表 示 装 置 は 、 セ グ メ ン ト Ｌ Ｅ Ｄ を 用 い て 構 成 さ れ 、
　 二 つ の 前 記 特 別 図 柄 表 示 装 置 の 表 示 図 柄 は 、 大 き さ 及 び ／ 又 は 表 示 色 が 相 違 す る こ と を



【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 遊 技 盤 の 遊 技 領 域 を 、 仕 切 壁 を 介 し て 二 つ の 遊 技 領 域 に 仕 切 る と 共 に 、 各 遊 技 領 域
に 、 第 一 の 演 出 図 柄 表 示 装 置 と 第 二 の 演 出 図 柄 表 示 装 置 を 振 り 分 け て 配 置 し 、 更 に 、 い ず
れ か 一 方 の 遊 技 領 域 に 、 第 一 の 特 別 図 柄 表 示 装 置 と 第 二 の 特 別 図 柄 表 示 装 置 を 配 置 し た こ
と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の 弾 球 遊 技 機 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 遊 技 盤 の 遊 技 領 域 を 、 仕 切 壁 を 介 し て 二 つ の 遊 技 領 域 に 仕 切 る と 共 に 、 各 遊 技 領 域
に 、 第 一 の 演 出 図 柄 表 示 装 置 と 第 二 の 演 出 図 柄 表 示 装 置 を 振 り 分 け て 配 置 し 、 更 に 、 各 遊
技 領 域 に 、 第 一 の 特 別 図 柄 表 示 装 置 と 第 二 の 特 別 図 柄 表 示 装 置 を 振 り 分 け て 配 置 し た こ と
を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の 弾 球 遊 技 機 。
【 請 求 項 ５ 】
　 前 記 遊 技 盤 の 遊 技 領 域 を 、 仕 切 壁 を 介 し て 二 つ の 遊 技 領 域 に 仕 切 る と 共 に 、 各 遊 技 領 域
に 、 第 一 の 演 出 図 柄 表 示 装 置 と 第 二 の 演 出 図 柄 表 示 装 置 を 振 り 分 け て 配 置 し 、 更 に 、 前 記
仕 切 壁 の 中 に 、 第 一 の 特 別 図 柄 表 示 装 置 と 第 二 の 特 別 図 柄 表 示 装 置 を 配 置 し た こ と を 特 徴
と す る 請 求 項 １ 記 載 の 弾 球 遊 技 機 。
【 請 求 項 ６ 】
　 二 つ の 前 記 特 別 図 柄 表 示 装 置 は 、 二 つ の 前 記 演 出 図 柄 表 示 装 置 が 上 下 方 向 に 並 ぶ と き 、
上 下 に 並 べ て 配 置 さ れ 、 二 つ の 前 記 演 出 図 柄 表 示 装 置 が 左 右 方 向 に 並 ぶ と き 、 左 右 に 並 べ
て 配 置 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ～ の い ず れ か に 記 載 の 弾 球 遊 技 機 。
【 請 求 項 ７ 】
　 前 記 遊 技 盤 の 遊 技 領 域 に 、 二 つ の セ ン タ ー 役 物 を 配 置 し 、 一 方 の セ ン タ ー 役 物 に 、 第 一
の 特 別 図 柄 表 示 装 置 と 第 一 の 演 出 図 柄 表 示 装 置 を 設 け 、 他 方 の セ ン タ ー 役 物 に 、 第 二 の 特
別 図 柄 表 示 装 置 と 第 二 の 演 出 図 柄 表 示 装 置 を 設 け た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載
の 弾 球 遊 技 機 。
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ５
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ５ 】
　 本 発 明 は 、 上 記 の 如 き 実 情 に 鑑 み こ れ ら の 課 題 を 解 決 す る こ と を 目 的 と し て 創 作 さ れ た
も の で あ っ て 、 遊 技 球 が 発 射 さ れ る 遊 技 盤 と 、 遊 技 盤 に 配 置 さ れ る 始 動 口 と 、 該 始 動 口 に
対 す る 遊 技 球 の 入 賞 に 応 じ て 、 特 別 図 柄 に 係 る 抽 選 処 理 を 行 う 主 基 板 と 、 該 主 基 板 か ら の
演 出 コ マ ン ド に 応 じ て 演 出 処 理 を 行 う 周 辺 基 板 と 、 特 別 図 柄 に 係 る 抽 選 に 当 選 し た と き 、
連 続 的 に 動 作 さ れ る 特 別 電 動 役 物 と を 備 え る 弾 球 遊 技 機 で あ っ て 、 前 記 主 基 板 は 、 第 一 の
始 動 口 に 対 す る 遊 技 球 の 入 賞 に 応 じ て 、 第 一 の 特 別 図 柄 に 係 る 抽 選 処 理 を 行 う 第 一 の 特 別
図 柄 抽 選 手 段 と 、 第 一 の 特 別 図 柄 表 示 装 置 に 第 一
の 特 別 図 柄 表 示 制 御 手 段 と 、 第 一 の 特 別 図 柄 に 係 る 第 一 の 演 出 コ マ ン ド を 前 記 周 辺 基 板 に
送 信 す る 第 一 の 演 出 コ マ ン ド 送 信 手 段 と 、 第 二 の 始 動 口 に 対 す る 遊 技 球 の 入 賞 に 応 じ て 、
第 二 の 特 別 図 柄 に 係 る 抽 選 処 理 を 行 う 第 二 の 特 別 図 柄 抽 選 手 段 と 、 第 二 の 特 別 図 柄 表 示 装
置 に 第 二 の 特 別 図 柄 表 示 制 御 手 段 と 、 第 二 の 特 別
図 柄 に 係 る 第 二 の 演 出 コ マ ン ド を 前 記 周 辺 基 板 に 送 信 す る 第 二 の 演 出 コ マ ン ド 送 信 手 段 と
を 備 え 、 前 記 周 辺 基 板 は 、 前 記 主 基 板 か ら 受 信 し た 第 一 の 演 出 コ マ ン ド に 応 じ て 、 第 一 の
演 出 図 柄 表 示 装 置 に 第 一 の 特 別 図 柄 に 係 る 演 出 図 柄 を 表 示 さ せ る 第 一 の 演 出 図 柄 表 示 制 御
手 段 と 、 前 記 主 基 板 か ら 受 信 し た 第 二 の 演 出 コ マ ン ド に 応 じ て 、 第 二 の 演 出 図 柄 表 示 装 置
に 第 二 の 特 別 図 柄 に 係 る 演 出 図 柄 を 表 示 さ せ る 第 二 の 演 出 図 柄 表 示 制 御 手 段 と を 備 え る こ
と を 特 徴 と す る 。 こ の よ う に 構 成 す れ ば 、 二 つ の 特 別 図 柄 抽 選 を 行 う に あ た り 、 第 一 の 特
別 図 柄 表 示 と 、 第 一 の 特 別 図 柄 に 係 る 演 出 図 柄 表 示 と 、 第 二 の 特 別 図 柄 表 示 と 、 第 二 の 特
別 図 柄 に 係 る 演 出 図 柄 表 示 を 別 々 の 表 示 装 置 で 行 う こ と が で き る の で 、 各 図 柄 表 示 の 視 認
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性 を 向 上 さ せ る こ と が で き る 。 し か も 、 第 一 及 び 第 二 の 特 別 図 柄 表 示 装 置 は 、 主 基 板 で 制
御 し 、 第 一 及 び 第 二 の 演 出 図 柄 表 示 装 置 は 、 周 辺 基 板 で 制 御 す る の で 、 主 基 板 や 周 辺 基 板
の 処 理 負 担 を 適 度 に 分 散 す る こ と が で き る 。
　

　 ま た 、 前 記 遊 技 盤 の 遊 技 領 域 を 、 仕 切 壁 を 介 し て 二 つ の 遊 技 領 域 に 仕 切 る と 共 に 、 各 遊
技 領 域 に 、 第 一 の 演 出 図 柄 表 示 装 置 と 第 二 の 演 出 図 柄 表 示 装 置 を 振 り 分 け て 配 置 し 、 更 に
、 い ず れ か 一 方 の 遊 技 領 域 に 、 第 一 の 特 別 図 柄 表 示 装 置 と 第 二 の 特 別 図 柄 表 示 装 置 を 配 置
し た こ と を 特 徴 と す る 。 こ の よ う に 構 成 す れ ば 、 第 一 の 特 別 図 柄 表 示 装 置 と 第 二 の 特 別 図
柄 表 示 装 置 を 近 く に 配 置 で き る の で 、 特 別 図 柄 表 示 装 置 の 視 認 性 を 向 上 さ せ る こ と が で き
る 。
　 ま た 、 前 記 遊 技 盤 の 遊 技 領 域 を 、 仕 切 壁 を 介 し て 二 つ の 遊 技 領 域 に 仕 切 る と 共 に 、 各 遊
技 領 域 に 、 第 一 の 演 出 図 柄 表 示 装 置 と 第 二 の 演 出 図 柄 表 示 装 置 を 振 り 分 け て 配 置 し 、 更 に
、 各 遊 技 領 域 に 、 第 一 の 特 別 図 柄 表 示 装 置 と 第 二 の 特 別 図 柄 表 示 装 置 を 振 り 分 け て 配 置 し
た こ と を 特 徴 と す る 。 こ の よ う に 構 成 す れ ば 、 第 一 の 特 別 図 柄 表 示 装 置 と 第 一 の 演 出 図 柄
表 示 装 置 が 同 じ 遊 技 領 域 に 配 置 さ れ る と 共 に 、 第 二 の 特 別 図 柄 表 示 装 置 と 第 二 の 演 出 図 柄
表 示 装 置 が 同 じ 遊 技 領 域 に 配 置 さ れ る の で 、 特 別 図 柄 と 演 出 図 柄 の 関 係 を 明 確 に し 、 図 柄
の 誤 認 を 防 止 す る こ と が で き る 。
　 ま た 、 前 記 遊 技 盤 の 遊 技 領 域 を 、 仕 切 壁 を 介 し て 二 つ の 遊 技 領 域 に 仕 切 る と 共 に 、 各 遊
技 領 域 に 、 第 一 の 演 出 図 柄 表 示 装 置 と 第 二 の 演 出 図 柄 表 示 装 置 を 振 り 分 け て 配 置 し 、 更 に
、 前 記 仕 切 壁 の 中 に 、 第 一 の 特 別 図 柄 表 示 装 置 と 第 二 の 特 別 図 柄 表 示 装 置 を 配 置 し た こ と
を 特 徴 と す る 。 こ の よ う に 構 成 す れ ば 、 第 一 及 び 第 二 の 特 別 図 柄 表 示 装 置 を 、 二 つ の 遊 技
領 域 の 中 間 位 置 に 配 置 で き る の で 、 特 別 図 柄 表 示 装 置 の 視 認 性 を 向 上 さ せ る こ と が で き る
。
　 ま た 、 二 つ の 前 記 特 別 図 柄 表 示 装 置 は 、 二 つ の 前 記 演 出 図 柄 表 示 装 置 が 上 下 方 向 に 並 ぶ
と き 、 上 下 に 並 べ て 配 置 さ れ 、 二 つ の 前 記 演 出 図 柄 表 示 装 置 が 左 右 方 向 に 並 ぶ と き 、 左 右
に 並 べ て 配 置 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 。 こ の よ う に 構 成 す れ ば 、 特 別 図 柄 表 示 装 置 と 演 出
図 柄 表 示 装 置 の 対 応 関 係 が 明 確 に な る の で 、 特 別 図 柄 や 演 出 図 柄 の 誤 認 を 防 止 す る こ と が
で き る 。
　 ま た 、 前 記 遊 技 盤 の 遊 技 領 域 に 、 二 つ の セ ン タ ー 役 物 を 配 置 し 、 一 方 の セ ン タ ー 役 物 に
、 第 一 の 特 別 図 柄 表 示 装 置 と 第 一 の 演 出 図 柄 表 示 装 置 を 設 け 、 他 方 の セ ン タ ー 役 物 に 、 第
二 の 特 別 図 柄 表 示 装 置 と 第 二 の 演 出 図 柄 表 示 装 置 を 設 け た こ と を 特 徴 と す る 。 こ の よ う に
構 成 す れ ば 、 特 別 図 柄 表 示 装 置 と 演 出 図 柄 表 示 装 置 の 対 応 関 係 が 明 確 に な る の で 、 特 別 図
柄 や 演 出 図 柄 の 誤 認 を 防 止 す る こ と が で き る 。

(3) JP 2006-55263 A5 2007.10.11

ま た 、 二 つ の 前 記 特 別 図 柄 表 示 装 置 は 、 セ グ メ ン ト Ｌ Ｅ Ｄ を 用 い て 構 成 さ れ 、 二 つ の 前
記 特 別 図 柄 表 示 装 置 の 表 示 図 柄 は 、 大 き さ 及 び ／ 又 は 表 示 色 が 相 違 す る こ と を 特 徴 と す る
。 こ の よ う に 構 成 す れ ば 、 特 別 図 柄 表 示 装 置 と し て 、 制 御 が 容 易 な セ グ メ ン ト Ｌ Ｅ Ｄ を 用
い る こ と に よ り 、 主 基 板 の 処 理 負 担 を 軽 減 す る こ と が で き る 。 尚 、 セ グ メ ン ト Ｌ Ｅ Ｄ と し
て は 、 ７ セ グ メ ン ト Ｌ Ｅ Ｄ や ８ セ グ メ ン ト Ｌ Ｅ Ｄ が 含 ま れ る 。 し か も 、 二 つ の 前 記 特 別 図
柄 表 示 装 置 の 表 示 図 柄 は 、 大 き さ 及 び ／ 又 は 表 示 色 が 相 違 す る の で 、 二 つ の 特 別 図 柄 表 示
装 置 が 表 示 す る 図 柄 を 差 別 化 し 、 各 演 出 図 柄 表 示 装 置 と の 対 応 関 係 を 明 確 に す る こ と が で
き る 。
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